
Ｃ）救済されるべき、住民とい
う設定（苦情処理？）

Ｃ）基本条例を使いこなせる、市
民の成長をうながす仕組み

Ｃ）地区計画支援制度

Ｃ）子どもの提案を（例えば総合学
習）計画にどう反映させるか

Ｃ）総合学習でまちづくりの実
践を。→行政との連携

Ｃ）計画を反映する中で、まち
づくりが、自分たちにどの
ように有効かということを
理解できるような学習

Ｃ）市民への市民参加の敷居を
低くする仕組みづくりを

Ｃ）市民参加の模擬授業。子どもも

参加をうながす仕組みづくり

学習機会の提供

市民の提案権

市民の予算要求権 その他区単位での監査請求

市民活動の支援制度

市民ファンド

Ｃ）双方向化される（実効性の
ある）広聴制度にすべきだ
と思う

Ｃ）レスポンスのあるパブリッ
クコメントを

Ｃ）パブリックコメントを行う
段階の３段階化（課題発見、
基本方針、事業計画）

Ｃ）時代の流れに合わせて変化
できる条例を（基本理念は
変えずに）

Ｃ）市民からのパブリックコメ
ントを可能にする制度

Ｃ）計画段階でのパブリックコ
メントを

Ｃ）5年ごとに見直し

Ｃ）意見を反映するために柔軟
なルールに

Ｃ）課題、地域、テーマなどに
より意見を聞く単位をかえ
る（全市で統一しない）

Ｃ）住民救済、危機管理、有事に
おける市民保護のあり方は

Ｃ）課題発見型オンブズマン機
能の強化

Ｃ）オンブズマンに相談するま
でもない細かな問題に対応
してくれる機関があっても
良いのではないか

Ｃ）事業者オンブズマン（社会
的責任）と評価システム

Ｃ）市民合意形成過程における
相互の人権保護

明確な（市民にわかりやすい）制度の確立

Ｂ）福祉オンブズマン制度の確立

Ｂ）パブリックコメントに対す
る応答はあった方がよい

Ｂ）パブリックコメントの原則
を定める

Ｂ）5年ごとに見直し（条例が陳
腐化しないために）

Ｂ）条例には期間ごとの見直し
が必要

Ｂ）自治基本条例の改正は住民
投票の対象事項に

　　→硬性憲法（としての性格）

Ｂ）住民からの予算要求（削減
提案も）

Ｂ）区民からの事業提案

Ｂ）区単位での監査請求

Ｂ）（本当は）区よりも小さく

見直し期間

見直し→時代の変化に対応するために必要

Ｂ）遠隔で自治に参加できる仕
組みを。Ｎｅｔ会議

電子会議室市民発意のコメント聴取

Ｂ）オンブズマン制度に、区ご
とにわかりやすい窓口を

区役所ごとの窓口

Ｂ）電子市役所

Ａ）住民救済制度、オンブズマ
ン制度の明確化。立ち入り
捜査権の確保と結果の公開
義務の明確化

Ａ）既存救済制度の実効性につ
いて検証の上、不足部分を
盛り込む

Ａ）応答義務の明示

Ａ）制度改廃は、議会の10％の
可決で。否決の場合は住民
投票制度を用いる

Ａ）条例の見直し、基本条例に
関しては、住民投票による

Ａ）計画に対するパブコメは是
非必要。しかし、市民参加
を形式的なものにしないこ
とが重要である

既存制度の検証課題発見機能

人権の擁護 苦情処理

Ｃ）市民活動への支援のあり方・
ルールづくり

Ｃ）NPO支援のための税制度

Ａ）フレキシブルな条例に。見
直し規定を入れたい

条例の見直しの必要性

最高法規性との関係

見直しの手続き

Ｂ）パブリックコメントなどの
広聴制度の仕組み、手続き、
ルール、意見への応答義務
を明記すべき

Ｂ）司法における本条例の救済
措置（第三者機関）

Ｃ）（条例を使う上での）情報
の伝達方法

・市民から行政への調査権・提
案権
→複数人で市民の受け皿組織が
ある場合など

・バックアップ体制

・実効性がある条例に

・実効性、機能性をもたせるため
のバックアップの仕組み

・500万円から市民が使い途を決
める（→１％）「自治創生資金」

・まちづくり参加の推奨制度と裁
判員制度
→住民税割引等

・オンブズマンなどの位置づけの
明確化

・費用負担→行政のやり方を変え
れば対応可能か

◇条例の実効性を高める仕組み・ルールをどうするか？

◇住民救済制度をどうするか？

◇広聴制度をどうするか？

オンブズマン制度を有効に機能させる仕組み

住民救済制度の必要性

その他の救済制度
第３者機関事業者オンブズマン

福祉オンブズマン

必要である

身近な救済窓口

パブリックコメントのあり方・仕組み

応答義務の明示段階的実施 多様な広聴範囲

意見反映のためのルール、仕組みづくり

その他の広聴制度

パブリックコメント制度の必要性

→□財政へリンク

→□財政へリンク

□住民救済制度

◇条例の見直しをどうするか？

□条例の見直し

□広聴制度

□条例の実効性を高める仕組み・ルール

次の
□条例ができてから… へ

【制度・装置／その他の事項　編】【制度・装置／その他の事項　編】－前回の意見のまとめ－　－前回の意見のまとめ－　（第６回自治基本条例検討委員会の整理）（第６回自治基本条例検討委員会の整理） ３
　どのように規定するか
（検討テーマに対する個別の提案、目的・
　考え方や具体的な規定設定の方向性等）

何を検討すべきか
（検討テーマ）

Ｂ）オンブズマンは、救済制度で
はなく苦情処理ではないか


